
算出の対象となる会計などの範囲

矢

巾

町

一
般
会
計
等

一般会計

特

別

会

計

一般会計等に

属する特別会計

（普通会計）

矢幅駅周辺土地区画整理事業

特別会計（保留地に係る

事業を除く）

公
営
事
業
会
計

公営企業に係る

もの以外の

特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

公
営
企
業
会
計

法適用企業
水道事業会計

下水道事業会計

法非適用企業
矢幅駅周辺土地区画整理事業

特別会計（保留地に係る事業）

一部事務組合…岩手県後期高齢者医療広域連合、盛岡地

区広域消防組合、岩手県市町村総合事務組合、紫波・稗

貫衛生処理組合、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合、

盛岡・紫波地区環境施設組合、矢櫃山造林一部事務組合

第三セクター…矢巾観光開発株式会社

矢巾町の比率（ 27 年度決算） －
（該当なし）

－
（該当なし）

14.9％ 186.5％ －
（該当なし）

早期健全化基準（※２）

（自主的な改善努力による財政健全化）

14.30％以上

20.00％未満

19.30％以上

30.00％未満

25％以上

35％未満
350％以上 20％以上

財政再生基準

（国などの関与による財政健全化）
20％以上 30％以上 35％以上

（※１）資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。

（※２）早期健全化基準は、実質赤字比率が 11.25 ～ 15.00％、連結実質赤字比率が 16.25 ～ 20.00％の範囲内で地方公共団体の財政規模

　　　 により決定します。平成 27 年度の矢巾町の財政規模からは、実質赤字比率が 14.27％未満、連結実質赤字比率が 19.27％未満で

          あれば早期健全化基準に該当しません。

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
負
担
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

　
　

  　

（
※
1
）　

財政健全化判断比率などをお知らせします

財政健全化基準を

　　　　　すべての項目でクリア
　財政健全化法に基づき、町議会 9 月会議に報告した平成 27 年度決算による町の
健全化判断比率と資金不足比率の状況をお知らせします。
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◆
財
政
健
全
化
法
の
概
要

　

こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体

の
財
政
の
健
全
化
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
平
成
19
年
に
制
定

さ
れ
、
平
成
21
年
４
月
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体

に
は
次
の
事
柄
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

①
健
全
化
判
断
比
率
等
の
議
会
へ

の
報
告
、
公
表

②
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
が
基
準

以
上
と
な
っ
た
場
合
、
財
政
の
早

期
健
全
化
、
公
営
企
業
の
経
営
の

健
全
化
、
あ
る
い
は
財
政
の
再
生

を
図
る
た
め
の
計
画
を
、
議
会
の

議
決
を
経
て
策
定
・
公
表
・
外
部

監
査
の
要
求

◆
算
定
の
対
象

　

健
全
化
判
断
比
率
な
ど
の
算
定

は
、
一
般
会
計
な
ど
の
普
通
会
計

だ
け
で
な
く
、
町
の
財
政
運
営
に

影
響
を
及
ぼ
す
公
営
事
業
会
計
、

一
部
事
務
組
合
、
第
三
セ
ク
タ
ー

な
ど
へ
の
財
政
負
担
も
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

矢
巾
町
に
お
い
て
は
、
右
ペ
ー

ジ
の
図
に
示
す
よ
う
に
、
一
般
会

計
と
す
べ
て
の
特
別
会
計
、
盛
岡
・

紫
波
地
区
環
境
施
設
組
合
を
は
じ

め
と
す
る
加
入
一
部
事
務
組
合
、

矢
巾
観
光
開
発
株
式
会
社
な
ど
が

そ
の
対
象
で
す
。

◆
健
全
化
判
断
比
率
の
基
準

　

財
政
健
全
化
法
で
は
、
「
健
全
」

「
早
期
健
全
化
」
「
財
政
再
建
」
の

３
段
階
で
財
政
の
状
況
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
と
と
も
に
、
算
定
の
対
象

と
な
る
特
別
会
計
な
ど
も
合
わ
せ

た
連
結
決
算
に
よ
っ
て
財
政
状
況

を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

健
全
化
判
断
比
率
に
は
、
①
実

質
赤
字
比
率
、
②
連
結
実
質
赤
字

比
率
、
③
実
質
公
債
費
比
率
、
④

将
来
負
担
比
率
の
４
つ
が
あ
り
ま

す
。
各
比
率
を
算
定
す
る
基
と
な

る
会
計
の
対
象
範
囲
、
各
段
階
の

数
値
基
準
は
右
ペ
ー
ジ
の
図
の
と

お
り
で
す
。

➊
実
質
赤
字
比
率　

な
し

　

実
質
赤
字
比
率
は
一
般
会
計

と
、
一
般
会
計
な
ど
に
属
す
る
特

別
会
計
で
算
定
さ
れ
ま
す
が
、
歳

入
が
歳
出
を
約
4
億
1
千
万
円　

上
回
り
、
28
年
度
へ
の
繰
り
越
し

や
基
金
へ
の
積
み
立
て
な
ど
の
予

算
を
確
保
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
決
算
に
は
、
収
入
不
足
を

補
う
た
め
に
翌
年
度
の
税
収
な
ど

を
充
て
る
こ
と
や
、
支
払
い
の
繰

り
延
べ
な
ど
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
赤
字
に
相
当
す
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
町
の
実
質
的
な
赤

字
を
示
す
比
率
は
な
く
、
財
政
状

況
は
黒
字
と
い
う
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

➋
連
結
実
質
赤
字
比
率　

な
し

　

町
の
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、

企
業
会
計
は
歳
入
と
歳
出
の
決
算

額
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
い
ず
れ

も
歳
出
額
に
対
し
て
歳
入
額
が
多

い
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

各
会
計
と
も
健
全
な
財
政
運
営
を

行
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
連
結
し
て
赤
字

比
率
を
算
定
す
る
場
合
で
も
、
比

率
が
な
く
黒
字
の
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。

➌
実
質
公
債
費
比
率　

14
・
9
％

　

27
年
度
決
算
の
実
質
公
債
費
比

率
は
、
26
年
度
決
算
に
比
べ
て

0
・
6
％
改
善
し
、
14
・
9
％
と

な
り
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
な
ど
が
負
担
す
る
借

入
金
の
返
済
額
や
こ
れ
に
準
じ
る

額
の
大
き
さ
を
指
標
化
し
、
資
金

繰
り
の
危
険
度
を
示
す
も
の
で
す

が
、
一
般
的
に
公
債
費
や
こ
れ
に

準
じ
る
経
費
は
、
削
減
し
た
り
先

送
り
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
い
わ
ゆ
る
義
務
的
な
経
費
で

あ
り
、
こ
の
比
率
が
高
ま
る
と
、

財
政
の
弾
力
性
が
低
下
し
ま
す
。

　

今
後
数
年
は
14
％
台
で
推
移
す

る
と
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
引
き
続

き
事
業
の
圧
縮
や
効
率
化
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

❹
将
来
負
担
比
率　

１
８
６
・
5
％　
　

　

26
年
度
決
算
時
に
１
７
０
・
６
％

だ
っ
た
将
来
負
担
比
率
は
、
27
年

度
決
算
で
は
矢
幅
駅
周
辺
土
地
区

画
整
理
事
業
に
よ
る
地
方
債
残
高

の
増
加
に
よ
り
、
１
８
６
・
５
％

と
、
前
年
度
を
15
・
9
％
上
回
り

ま
し
た
。

　

将
来
負
担
比
率
は
、
地
方
公
共

団
体
の
一
般
会
計
な
ど
の
借
入
金

（
地
方
債
）
や
将
来
支
払
っ
て
い

く
可
能
性
の
あ
る
負
債
な
ど
の
残

高
の
程
度
を
指
標
化
し
、
将
来
の

財
政
を
圧
迫
す
る
可
能
性
が
高
い

か
ど
う
か
を
示
す
も
の
で
す
。

➎
資
金
不
足
比
率　

な
し

　

公
営
企
業
に
お
け
る
資
金
不
足

比
率
は
、
そ
の
公
営
企
業
の
事
業

規
模
に
対
し
て
、
資
金
不
足
の
割

合
が
ど
の
程
度
あ
る
か
を
示
す
も

の
で
す
。

　

町
の
公
営
企
業
は
い
ず
れ
も
黒

字
決
算
で
、
資
金
不
足
は
な
い
の

で
、
資
金
不
足
比
率
も
あ
り
ま
せ

ん
。

◆
お
わ
り
に

　

町
の
27
年
度
決
算
に
基
づ
く
健

全
化
判
断
比
率
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
早
期
健
全
化
基
準
を
下
回
っ
て

お
り
、
現
状
で
は
健
全
な
財
政
運

営
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま

す
。

　

し
か
し
、
健
全
化
判
断
比
率
な

ど
は
あ
く
ま
で
法
定
の
指
標
で
あ

り
、
早
期
健
全
化
基
準
を
下
回
っ

て
い
れ
ば
、
財
政
運
営
上
問
題
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他

の
財
政
指
標
も
含
め
、
総
合
的
に

財
政
状
況
を
分
析
し
、
安
定
し
た

財
政
基
盤
を
確
立
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
得
な
が
ら
、
一
層
の
財
政

健
全
化
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

町の財政状況【平成 27 年度決算】

◆町債・企業債残高の推移見込み

年度 一般会計等 公営企業会計 合　計

27 118億4,950万円 85億8,410万円 204億3,360万円

28 115億4,684万円 87億2,546万円 202億7,230万円

29 109億6,144万円 92億8,164万円 202億4,308万円

30 101億2,798万円 98億 60万円 199億2,858万円

31 91億8,573万円 97億1,217万円 188億9,790万円

◆実質公債費比率の推移見込み

※実質公債費比率の年度は公

表年度であり、数値は前 3 年

度の平均に基づいています。

▼
問
い
合
わ
せ　

平
成
27
年
度　

決
算
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
企

画
財
政
課
財
政
係
（
☎
６
１
１

－

２
７
２
６
）
へ
。
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